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　企画財政委員会における審査経過の概要について、
御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案６件であ
ります。
　以下、これらの議案に関して行われた主な論議に
ついて申し上げます。
　まず、第138号議案及び第171号議案について、
「本県では本年９月定例会の時点で、国からの地方
創生臨時交付金の配分額が不足していた。その後新
たに配分された145億円を加えても不足していると
考えるが、どのくらい足りないのか。また、その不
足の原因をどのように捉えているのか」との質疑に
対し、「現在の予算ベースでは、約63億円の不足が
生じる見込みである。その不足分は繰越金等で対応
する必要がある。また、不足の原因は国の考え方と
県の実情にかい離があるからだと考えている。そこ
で、前月、９都県市首脳会議として、内閣府特命担
当大臣あてに追加交付の要望書を提出し、今月には、
全国知事会として国に緊急提言という形で、臨時交
付金の追加交付を強く求めている」との答弁があり
ました。
　次に、第146号議案について、「キャッシュレス化
を推進する中で現金での支払を希望する方もいると
思うが、現金払いを併用することは考えているの
か」との質疑に対し、「基本方針では、電子申請シ
ステムを活用した電子収納を原則とし、電子申請で
対応できない場合は、窓口での収納とする。窓口で
は、交通系ＩＣカードなどにより決済してもらうこ
ととし現金は取り扱わない。今後もキャッシュレス
化に向けた検討を進めていく」との答弁がありまし
た。
　次に、第147号議案について、「手数料を徴収して
いる事務のうち、手数料とは別に返信用封筒を求め
ている事務はどの程度あるのか。また、行政手続の
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オンライン化を進めるための改正であれば、紙での
証明書等を電子化すべきではないか」との質疑に対
し、「手数料とは別に返信用封筒を求めている事務
は190種類ある。証明書等の電子化に当たっては、
法令等で交付方法が紙に限定されているものや交付
したものの掲示が義務付けられているものなど、県
の判断で電子化が困難なものがある。現在、国で行
われている証明書等の電子化の見直しの動きも踏ま
え、県としても電子化に対応していきたい」との答
弁がありました。
　このほか、第150号議案についても活発な論議が
なされ、第148号議案については、執行部からの詳
細な説明をもって、了承した次第であります。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託
されました議案６件について採決いたしましたとこ
ろ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべ
きものと決した次第であります。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

　総務県民生活委員会における審査経過の概要につ
いて、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案９件及び
請願１件であります。
　以下、これらの議案等に関して行われた主な論議
について申し上げます。　
　まず、総務部関係では、第149号議案について、
「性的指向や性自認が含まれる個人情報を条例要配
慮個人情報として定めるとのことだが、具体的にど
のような取扱いとなるのか」との質疑に対し、「法
律で定める要配慮個人情報と同様に、本人が自身の
情報を確認できるようになる。また、情報漏えいの
場合において、条例要配慮個人情報は、一人分の情
報漏えいでも、国の個人情報保護委員会に報告する
必要が生じる。さらに、当該個人情報は、原則とし
て非公開であり、情報を取り扱う機関は、そのほか

の個人情報よりも、厳格に取り扱うことが義務付け
られることとなる」との答弁がありました。
　次に、第171号議案について、「送迎用バスの安全
装置等の導入を支援するとのことだが、申請の受付
開始及び設置完了の時期はいつ頃を見込んでいる
か」との質疑に対し、「国から補助要綱が示され次
第、直ちに受付を開始したい。幼稚園では、安全装
置の設置が令和５年４月から義務化され、１年間の
猶予期間が設けられる。ただし、暑くなる時期の前
に設置することが重要であるので、６月頃までの設
置を働き掛けていく」との答弁がありました。
　次に、県民生活部関係では、第151号議案及び第
152号議案について、「指定管理者の申請が少ないが、
原因は何か。また、申請する団体を増加させていく
ためにどのような対策を講じていくのか」との質疑
に対し、「指定管理は複数年にわたるため、受託事
業者にノウハウが蓄積されやすいことから、新たな
団体の参入が難しくなっているものと考えている。
他県の事例も参考にしながら、関係団体への周知や、
審査項目の見直しを引き続き行い、新たな団体が参
入しやすいよう工夫をしていく」との答弁がありま
した。
　このほか、第168号議案及び第169号議案について
も活発な論議がなされ、第138号議案及び第141号議
案については、執行部からの詳細な説明をもって、
了承した次第であります。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託
されました知事提出議案８件について採決いたしま
したところ、いずれも総員をもって、原案のとおり
可決すべきものと決した次第であります。
　次に、請願について申し上げます。
　議請第７号につきましては、請願者1,949名を追
加したい旨の申請が請願者からあり、これを了承し、
審査したところであります。
　審査におきましては、不採択とすべきとの立場か
ら、「私学助成制度は、運営費補助と父母負担軽減
補助との二つの柱の兼ね合いにより成り立っている。
本県の父母負担軽減補助は全国でも最高の水準にあ
り、両者を合算すると国の標準額を上回っている。
また、県内の授業料平均額まで補助を実施している
父母負担軽減補助の充実により、私立学校の生徒数
の確保につながっており、私立学校の経営の健全化
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や運営の一助となっていると考える。厳しい財政状
況に鑑みると、限られた財源を有効活用するために
は、経済環境や社会情勢を踏まえた重点化や配分を
考慮すべきであり、単に大幅に拡充することを求め
る本請願には賛成できない」等の意見が出されまし
た。
　次に、採択すべきとの立場から、「未来を担う子
どもたちの学費負担を軽くし、埼玉の私学教育の良
さを一層発展させる教育条件の維持、向上を図るた
めに採択を求める」との意見が出され、採決いたし
ましたところ、賛成少数をもって不採択とすべきも
のと決した次第であります。
　次に、議第35号議案「埼玉県議会の保有する個人
情報の保護に関する条例」の審査につきましては、
提案代表者から詳細な提案説明がなされた後、採決
いたしましたところ、総員をもって、原案のとおり
可決すべきものと決した次第であります。
　次に、当面する行政課題として、予算特別委員会
の附帯決議に関連して、総務部から「私立幼稚園の
処遇改善事業について」の報告があり、執行部から
詳細な説明がなされました。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

　環境農林委員会における審査経過の概要について、
御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案３件であ
ります。
　以下、これらの議案に関して行われた主な論議に
ついて申し上げます。
　まず、環境部関係では、第138号議案について、
「中小企業等省エネルギー対策支援事業費は、本年
６月定例会の補正予算で事業者の負担軽減のため、
手続の簡素化を進めたとのことだが、その効果はど
うか。また、今回の補正予算での手続はどうなるの
か」との質疑に対し、「『年間ＣＯ₂削減量』の計算

を廃止するなどの手続の簡素化により、個人事業主
を含む小規模な事業者からの申請が増加した。手続
を簡素化したことにより、これまで諦めていた事業
者が申請しやすくなったと考えている。また、今回
の手続についても簡素化を継続するとともに、一部
紙による提出を求めていた申請をペーパーレス化し、
事業者の負担軽減につながる工夫をしていきたい」
との答弁がありました。
　次に、農林部関係では、第138号議案について、
「県産農産物販売促進特別対策事業では、販売促進
キャンペーン終了後も県産農産物の継続的な販売に
つながる取組が必要だと考えるがどうか」との質疑
に対し、「キャンペーンによる一過性の販売促進に
終わらせることのないよう、例えば、県産米が常時
棚に置いてある常設店を増やすなど、県産農産物の
取扱店を増やし、継続的な販売につなげていく。昨
年度の事業結果では、県産米を常設する事業者が１
事業者から６事業者に増え、店舗数では550店の増
加につながった」との答弁がありました。
　このほか、第153号議案及び第154号議案について
も活発な論議がなされました。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託
されました議案３件について採決いたしましたとこ
ろ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべ
きものと決した次第であります。
　次に、所管事務の調査として、「見沼代用水土地
改良区管理道路の市への移管状況と県の見解につい
て」質問が行われました。
　その中で、「見沼代用水土地改良区等が管理して
いる見沼代用水路の側道は、市への移管を前提に、
協定書を交わして整備した。しかし、整備後40年ほ
ど経過した現在も道路施設に関する管理協定が締結
されておらず、市への移管が行われていない。その
ため、市民が市道として利用しているにもかかわら
ず、維持管理費用を土地改良区が負担している。農
業を支える土地改良区が抱える問題であり、今後、
農業者の負担が増加していく可能性もあることから、
早期の解決が必要だと思うが、県の見解はどうか」
との質問に対し、「道路施設に関する管理協定が締
結されていない状況で、用水路の管理道路へ一般車
両の通行がある事態は、必ずしも適切とは言えない
と考える。県は土地改良区を管理監督、支援する立
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場にあることから、必要に応じて関係機関に働き掛
けていきたい」との答弁がありました。
　また、「他の土地改良区でも同様の問題が生じて
いる。全体を把握するため調査を行い、是正を求め
るべきと考えるがどうか」との質問に対し、「本件
は非常に広範囲に及ぶ問題である。土地改良区に対
し、類似の問題がないか早急に調査を実施する。ま
た、要望に応じ、市町村と土地改良区との話合いが
持てるよう働き掛けていく」との答弁がありました。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

　福祉保健医療委員会における審査経過の概要につ
いて、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案５件及び
請願１件であります。
　以下、これらの議案等に関して行われた主な論議
について申し上げます。
　まず、福祉部関係では、第171号議案について、
「送迎バスについて、会社を退職した高齢の方が運
転手を務めることも多いが、タクシーなどのように
講習を受け適任者判定を行う基準を作るべきではな
いか」との質疑に対し、「高齢の運転手が増えてお
り、安全性の確保は重要になっている。県独自に基
準を設けることは困難であるが、現在国で策定して
いる安全管理マニュアルや安全装置の仕様に関する
ガイドラインを周知していく中で、運転手の運転技
術や適性を確認するよう、事業所に働き掛けてい
く」との答弁がありました。
　また、「事業所に対して、どのように働き掛けを
行っていくのか」との質疑に対し、「児童を送迎バ
スに置き去りにした事故を踏まえて、送迎バスの安
全確認用のチェックリストを送付し、必ず点呼確認
をするよう求めている。また、送迎バスの運用状況
調査を継続し、事業所監査時における現場での実地
指導でも確認し、厳しく指導していく」との答弁が

ありました。
　次に、保健医療部関係では、第138号議案につい
て、「医療提供施設光熱費等高騰対策支援事業では、
有床の医療機関とその他施設で補助単価が異なるの
はなぜか。また、今後もエネルギー価格高騰が予想
される中、よりきめ細かい対応を考えていく必要が
あると思うがどうか」との質疑に対し、「当該補助
単価については、施設種別ごとの光熱費等の高騰分
に基づき算定している。また、光熱費の高騰は、全
国規模の問題であることから、全国知事会や関東地
方知事会を通じて、臨時的に診療報酬を早急に改定
するなどの全国一律の対策を要望している。引き続
き、物価高騰の影響等を注視しながら、継続して国
への働き掛けなどに取り組んでいく」との答弁があ
りました。
　また、第140号議案について、「本補正予算により、
令和３年度末に121億円あった財政安定化基金のう
ち109億円を取り崩すと12億円しか残らないが、今
後、どう対応するのか。また、市町村の国民健康保
険税の引上げにつながることはあるのか」との質疑
に対し、「令和６年度から３年間で市町村の納付金
により基金を復元するが、予算不足等の不測の事態
が生じた場合、国庫返還額を除いた令和３年度の決
算剰余金の活用も検討していく。また、基金の取崩
しは、保険税の引上げ要素になり得るが、最終的に
は市町村の判断になる」との答弁がありました。
　このほか、第139号議案及び第165号議案について
も活発な論議がなされました。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託
されました議案５件について採決いたしましたとこ
ろ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべ
きものと決した次第であります。
　次に、請願について申し上げます。
　議請第４号につきましては、不採択とすべきとの
立場から、「当県議会では、コロナ禍においても、
県民の生活を守り、生活を支えるために日々奮闘す
るエッセンシャルワーカーをかけがえのない存在と
考え、支援に取り組んできた。これまでに令和３年
６月定例会に『医療従事者等への更なる支援を求め
る意見書』、令和４年２月定例会に『介護従事者の
処遇改善に関する手続の簡素化等を求める意見書』、
令和４年６月定例会に『保育士の人材確保及び処遇
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改善等を求める意見書』を議決し、国に継続して処
遇改善や支援を求めている。国においても、令和３
年11月19日閣議決定『コロナ克服・新時代開拓のた
めの経済対策』及び令和３年12月21日『公的価格評
価検討委員会中間整理』を踏まえて、エッセンシャ
ルワーカーの処遇改善に向けた取組を継続しており、
こうした取組を注視し、必要な働き掛けを行ってい
くべきと考える」等の意見が出されました。
　次に、採択すべきとの立場から、「食料品や水道
光熱費、ガソリン代などの物価高騰が国民の暮らし
を直撃している中、暮らしを守ろうと欧米では賃金
の引上げを求める声が高まり、フランスとドイツで
は、今年に入り、最低賃金を３回にわたり引き上げ
た。10月に各都道府県で最低賃金が改定されたが、
平均31円、3.3パーセント増であり、最低賃金の水
準では生活が成り立たない。また、看護師、介護士、
保育士などのケア労働者の賃上げ補助が始まってい
るが、全国平均の水準にはほど遠い状態である」と
の意見が出され、採決いたしましたところ、賛成少
数をもって不採択とすべきものと決した次第であり
ます。
　次に、当面する行政課題として、予算特別委員会
の附帯決議に関連して保健医療部から「埼玉県コバ
トン健康マイレージ事業の効果検証について」の報
告がありました。
　その中で、「年間で歩数を送信した回数が最多で
ある参加者の実績及び医療費抑制効果があった参加
者の年間送信実績はそれぞれ何回か。また、今回の
検証では、３年間送信を継続した参加者と１年間に
１回送信した参加者が同様に扱われており、医療費
抑制効果が本事業によるとは限らないと考えるがど
うか」との質問に対し、「参加者一人当たりの送信
回数については把握しておらず、医療費抑制効果の
あった参加者の送信実績についても把握していない。
今後、効果検証の委託先とも協議し、最終報告書に
向けた検討を行う」との答弁がありました。
　以上のような質問の後、委員から「年間１回しか
歩数実績を送信していない参加者も同様に扱うなど、
今回の事業効果検証の中間報告では事業の優位性は
確認できなかった。引き続き、事業の優位性を示す
条件で効果検証を行い、事業の在り方について更な
る検討を求める」旨の発言がありました。

　このほか、福祉部から「医療的ケア児等支援セン
ターの開設について」、保健医療部から「順天堂大
学附属病院整備の進捗状況について」の報告があり、
種々活発な論議がなされましたことを申し添えまし
て、本委員会の報告を終わります。

　産業労働企業委員会における審査経過の概要につ
いて、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案５件及び
請願１件であります。
　以下、これらの議案等に関して行われた主な論議
について申し上げます。　
　まず、産業労働部関係では、第138号議案につい
て、「企業の価格転嫁に向けた環境整備を行うとあ
るが、特定の業種において価格転嫁が適正に進まな
いのはなぜか」との質疑に対し、「価格転嫁に課題
がある業種は、道路貨物運送業、金属製品製造業、
生産用機械器具製造業及び輸送用機械器具製造業等
であるが、急速な原材料価格の高騰に価格転嫁が追
い付かないこと、人件費は価格転嫁が困難という意
見が挙げられている」との答弁がありました。
　また、「パートナーシップ構築宣言の登録による
メリットは何か」との質疑に対し、「国のものづく
り補助金や省エネルギー補助金等では登録企業に対
する加点措置を認めるほか、県の制度融資でも優遇
措置を認めている。また、国のポータルサイトにお
ける企業名の公表等により、対外的にアピールする
ことができる」との答弁がありました。
　次に、企業局関係では、第144号議案について、
「嵐山花見台工業団地の拡張整備事業において、事
業期間の延長により立地企業への影響はあるのか。
また、完成が遅延することによる企業への補償など
の予算措置は必要なのか」との質疑に対し、「企業
へは丁寧に説明を行い、引渡しが延期となってもこ
の場所で事業を行いたいとの意向を伺っており、遅
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延に対する企業への影響はないと考えている。その
ため、補償等についても不要であると考えている」
との答弁がありました。
　このほか、第142号議案、第143号議案及び第171
号議案についても、活発な論議がなされました。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託
されました議案５件について採決いたしましたとこ
ろ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべ
きものと決した次第であります。
　次に、請願について申し上げます。
　議請第６号につきましては、不採択とすべきとの
立場から、「所得税法では、第57条で事業に従事す
る配偶者や親族がある場合の必要経費の特例を定め
ており、不合理なものとは言えない。また、税制改
正は、国政の場において様々な視点から幅広い議論
と検討がなされるべきである」等の意見が出されま
した。
　次に、採択すべきとの立場から、「所得税法第56
条は家族従業員の働きを必要経費と認めず、その権
利を否定している。国外の状況等を受け、国内でも
所得税法の見直しを求める流れが広がっている」と
の意見が出され、採決いたしましたところ、賛成少
数をもって不採択とすべきものと決した次第であり
ます。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

　県土都市整備委員会における審査経過の概要につ
いて、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案13件であ
ります。
　以下、これらの議案に関して行われた主な論議に
ついて申し上げます。
　まず、県土整備部関係では、第138号議案につい
て、「今回の補正予算で、道路安全施設に関する光
熱費高騰による影響額としてどの程度増額したのか。

また、補正額をどのように算定したのか」との質疑
に対し、「道路安全施設に関する光熱費は約48％の
増額となっている。また、補正額は今年度前半の実
績額を基に算定している」との答弁がありました。
　次に、都市整備部関係では、第155号議案ないし
第163号議案について、「指定管理者候補者選定委員
会の委員はどのような基準で選定しているのか。各
公園が所在する地域の方やビジネス目線で助言がも
らえる委員を選定しているのか」との質疑に対し、
「当該委員会では、都市公園や都市緑地及び法人の
経営状況診断に関する専門的知識を有する方などを
選定基準としている。県内に在住、あるいは勤務さ
れている方を中心に選定しており本県の事情を理解
している委員である。また、公認会計士や商工関係
の団体の方もおり、経済性や商工業等についての視
点で専門的な助言をいただいている」との答弁があ
りました。
　次に、下水道局関係では、第145号議案について、
「予算ベースで補正後の収益的収支が約68億円の赤
字となるが経営上問題は生じないのか」との質疑に
対し、「エネルギー価格の高騰が続くと、近い将来、
繰越利益剰余金が尽き、事業の継続に大きな影響が
生じてくる可能性がある。今後、電気料金等の推移
によっては、汚水処理の原資となる市町からの維持
管理負担金の値上げも視野に入れざるを得ない」と
の答弁がありました。
　このほか、第166号議案及び第167号議案について
は、執行部からの詳細な説明をもって、了承した次
第であります。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託
されました議案13件について採決いたしましたとこ
ろ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべ
きものと決した次第であります。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
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　文教委員会における審査経過の概要について、御
報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案４件及び
請願１件であります。
　以下、これらの議案等に関して行われた主な論議
について申し上げます。
　まず、第164号議案について、「川の博物館の指定
管理者選定における審査項目の中で、点数が低い項
目については、指定後もプランを改善するよう指導
していくのか」との質疑に対し、「今年度末までに
協定書を作成する中で、しっかりと取り組むよう伝
えていく。また、指定後の５年間についても、年４
回のモニタリングを行うなど、協定書の内容が実際
に取り組まれているか把握し、必要な指導を行って
いく」との答弁がありました。
　次に、第171号議案について、「特別支援学校の送
迎用バスに安全装置を整備したからといって安心し
ないよう、人の目で確認することを徹底すべきであ
ると考えるが、どうか」との質疑に対し、「送迎用
バスの運転手と添乗員によるダブルチェックや、学
校を含めたトリプルチェックにより、装置だけに頼
ることがないよう安全管理の徹底に取り組んでい
く」との答弁がありました。
　このほか、第138号議案及び第170号議案について
も活発な論議がなされました。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託
されました議案４件について採決いたしましたとこ
ろ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべ
きものと決した次第であります。
　次に、請願について申し上げます。
　議請第５号につきましては、請願者4,784名を追
加したい旨の申請が請願者からあり、これを了承し、
審査したところであります。
　審査におきましては、不採択とすべきとの立場か
ら、「それぞれの項目について、必要な取組の推進
や国への働き掛けなど、適切な対応が既に実施され
ていることが認められる。また、『学校納付金の無
償化』については、地域や学校の実情に応じた取扱
いがある中で、一律に無償化することは、財源の確
保や公平性、柔軟性の観点から慎重な判断が必要で
ある」との意見が出されました。
　次に、採択すべきとの立場から、「児童生徒の不

登校やいじめが過去最多である現状を踏まえ、教職
員が一人一人の子供に寄り添う少人数学級が求めら
れる。また、コロナ禍での所得の減少や物価高騰に
対応するため、給食費や端末の無償化、給付型奨学
金など保護者の負担軽減が求められる。さらに、特
別支援学校で学ぶ児童生徒数の増加に学校建設が追
いついていない」との意見が出されました。
　さらに、趣旨採択すべきとの立場から、「35人以
下学級の早期実現及び教職員の増員については、非
常に重要なことだと考える。しかし、教材費や給食
費の無償化に対する市町村補助や高校生の1人1台端
末の整備などについては、様々な観点から直ちに賛
成しかねる。また、特別支援学校の教室不足解消の
ための学校建設については、必要な対策が講じられ
ている」との意見が出され、採決いたしましたとこ
ろ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決した
次第であります。
　次に、所管事務の調査として、「教職員のわいせ
つ行為の不祥事について」及び「特別支援学校不足
教室解消の取組について」質問が行われました。
　その中で、「埼玉県教育委員会として、教職員の
不祥事は許さないという姿勢を、県民に向けて示す
必要があると考えるが、教育長はどう考えるか。ま
た、どのように工夫して県民に伝えていくのか」と
の質問に対し、「子供たちは、未来の我が国を背
負って立つ大事な宝である。また、教育は、教員と
子供たち、学校と保護者との信頼関係があって初め
て成り立つ営みである。そのため、県民の期待を裏
切るような教職員の不祥事は、何としても防がなけ
ればならないと強く決意している。教職員向けの
メッセージを発信し、不祥事の根絶に取り組んでい
るが、県民に向けて発信することも検討し前向きに
取り組んでいく」との答弁がありました。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
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　警察危機管理防災委員会における審査経過の概要
について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、第138号議案
のうち警察本部関係の１件であります。
　以下、この議案に関して行われた主な論議につい
て申し上げます。
　まず、「信号機のＬＥＤ化はどの程度進んでいる
のか。また、ＬＥＤ化されていない信号機について、
今後どのように更新していくのか」との質疑に対し、
「令和３年度末現在、県内の信号機は10,375基あり、
このうち59.4％がＬＥＤ化されている。また、ＬＥ
Ｄ化されていない信号機については、平成30年４月
に策定した交通安全施設管理計画に基づき、令和７
年度までにＬＥＤ式に更新していく」との答弁があ
りました。
　次に、「警察車両の燃料費については予算内で対
応できているのか」との質疑に対し、「国の燃料油
価格激変緩和補助金により、市場価格がある程度安
定しているため、予算内で対応可能である」との答
弁がありました。
　以上のような審査経過を踏まえ、本議案について
採決いたしましたところ、総員をもって、原案のと
おり可決すべきものと決した次第であります。
　次に、所管事務の調査として、「警察官の無免許
運転防止について」及び「防災ヘリコプターの運航
に係る手数料徴収について」質問が行われました。
　その中で、「本県の警察官が運転免許証の更新を
怠り、業務中に無免許運転した事案について、今後
どのように再発防止に努めていくのか」との質問に
対し、「運転免許証の失効防止については、職員の
指導支援要綱に基づき、身上指導を行っている。身
上指導を行う指導支援システムでは、運転免許証の
有効期限満了の３か月前から警告を表示し、直属の
上司が確認できる設定となっていたが、１か月前に
も警告を発するよう改修を行った。また、全職員の
運転免許証の確認に加え、業務開始時に行っている
アルコールチェックの際に、運転免許証も確認する
よう全所属に通達を行った。今後も職員に対する職
務倫理教養をはじめとして、各種非違事案の防止に
努めていく」との答弁がありました。
　次に、「防災ヘリコプターについて、山岳救助の
全体の件数及び手数料徴収区域内外のそれぞれの救

助件数はどのくらいか。また、手数料徴収区域を拡
大してもよいと思うがどうか」との質問に対し、
「手数料徴収を開始した平成30年１月から令和３年
12月までの４年間で山岳救助件数は全体で49件で
あった。また、手数料徴収区域内は18件、区域外は
31件である。手数料徴収区域の拡大については、今
後毎年度の救助実績などを基に、様々な視点から検
討していく」との答弁がありました。
　なお、当面する行政課題として、危機管理防災部
から「埼玉県地域防災計画の見直しの方向性につい
て」の報告があり、種々活発な論議がなされました
ことを申し添えまして、本委員会の報告を終わりま
す。

　決算特別委員会における審査経過の概要について、
御報告申し上げます。
　本委員会において審査してまいりました案件は、
去る９月定例会に提出され、閉会中の継続審査と
なっておりました、第125号議案「令和３年度埼玉
県の一般会計及び特別会計決算の認定について」及
び第126号議案「令和３年度埼玉県公営企業会計決
算の認定について」の２件であります。
　審査に当たりましては、執行部に対し、決算書な
どに基づき詳細な説明を求めるとともに、必要な資
料を要求いたしました。
　その上で、予算の執行が、関係法令に沿って、適
正かつ効率的に行われたかどうか、また、施策や事
業の目的がどの程度達成され、県民サービスや福祉
の向上にどのように貢献したか、などの視点から慎
重に審査を行いました。
　審査の過程では、県政全般について活発な質疑が
行われました。
　以下、主なものについて簡潔に御報告いたします。
まず、一般会計及び特別会計決算では、県の歳出の
内訳と財源、ＤＸの推進、職員の年次休暇の取得推
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進について、外国人向け生活ガイドの掲載方法、女
性や学生など多様な人材の消防団への加入促進、
フードドライブ事業の実績、児童相談所業務の推進、
産後うつケア推進事業の実績と不用額、障害者雇用
総合サポートセンターの業務内容や改善事例、農林
業学習の実施内容、幹線道路網の主軸となる道路の
整備状況、県営住宅の空室率の原因分析、スクール
カウンセラーの対応実績、コロナ禍における特殊詐
欺の状況と対策などについて質疑がありました。
　次に、公営企業会計決算では、貸付契約していた
区画の分譲の状況と今後の方針、下水道施設の耐震
化の進捗状況などについて質疑がありました。
　その結果、45項目を改善又は検討を要する事項と
することとした次第であります。
　以下、主なものについて申し上げます。
一般会計及び特別会計決算に関しましては、危機管
理防災部関係において、「全国瞬時警報システム、
いわゆるＪ－ＡＬＥＲＴ作動時における県民の正し
い避難行動の理解が広がるよう、国と連携し、更な
る広報活動により周知徹底を図ること」、保健医療
部関係において、「委託業務における業務遂行上の
リスク回避、業務の安定性、公金利用の原則となる
公平性の確保のため、緊急時以外は、広く複数事業
者が参加できる委託内容への見直しを行い、それに
対応できる体制づくりに努めること」、都市整備部
関係において、「埼玉版スーパー・シティプロジェ
クトは、市町村の要望を酌み取り、県庁内はもとよ
り、市町村と連携して、地域の課題に取り組みなが
ら、超少子高齢化社会に適応したまちづくりを進め
ること」のほか、41項目を改善又は検討を要する事
項としました。
　公営企業会計決算に関しましては、流域下水道事
業会計において、「今後も安全で安定的な県民サー
ビスを提供するため、職員の増員も含め、人材確保
や育成に努めること」の１項目を改善又は検討を要
する事項としました。
　次に、討論に入りましたところ、第125号議案及
び第126号議案について、賛成の立場から、「第125
号議案については、歳入において、県税、地方交付
税等による収入のほか、新型コロナウイルス感染症
対策のための国庫支出金が増加したことにより、前
年度と比べて増収となった。また、歳出においては、

保健所の体制強化や、無症状の方への無料検査の実
施などにより、新型コロナウイルス感染症に適時適
切に対応したことは評価できる。次に、第126号議
案については、企業局所管の事業会計では、いずれ
においても純利益を確保しており、利益確保につな
げた事業運営を評価する。流域下水道事業会計では、
電気量削減の取組などにより純利益を確保したほか、
施設の老朽化対策、耐震化事業を計画的に実施する
とともに、バイオガスを発電事業者に売却する取組
を行っている。こうした取組は、自然エネルギーの
有効活用だけでなく経営面にも貢献するもので、高
く評価できる。以上のことから、認定に賛成する」
との討論がありました。
　以上のような審査経過を踏まえ、第125号議案及
び第126号議案について採決いたしましたところ、
いずれも総員をもって、認定すべきものと決した次
第であります。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

　自然再生・循環社会対策特別委員会における審査
経過の概要について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「自然環
境の保全・再生、地球温暖化・省エネルギー対策、
廃棄物の処理及び資源循環社会の形成に関する総合
的対策」でありますが、今回は、「資源循環社会づ
くりについて」審査を行いました。
　審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を
受け、その後、質疑を行いました。
　以下、主な論議について申し上げます。
　まず、「『県下一斉フードドライブ』や災害備蓄食
料の有効活用、食品の『てまえどり』など、食品ロ
スの削減と食品の有効活用のための取組を、効率よ
く継続的に行う必要があると考えるがどうか」との
質問に対し、「食品ロスの削減や食品の有効活用を
進めていくためには、事業者が継続して取り組める

自然再生・循環社会対策

� 特別委員長報告
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ようにする必要がある。そのために、ホームページ
での企業名の公表など、企業価値の向上につながる
取組や、食品を寄附する事業者と寄附を受ける団体
の双方に利点があるようなマッチングを進めていき
たい」との答弁がありました。
　次に、「太陽光パネルのリユース・リサイクルに
ついて、今後全国で見込まれるおよそ800,000トン
もの廃パネルの排出に対し、能動的に取り組む必要
があると考えるがどうか。また、太陽光パネルの再
資源化率をどう上げていくのか」との質問に対し、
「現在、県内の太陽光パネルのリサイクル業者は１
社であり、当然この１社で廃パネルの全てを扱うこ
とはできない。速やかに必要な数の業者を確保する
ための啓発、技術支援などを行うとともに、環境省
の実証実験の結果などを踏まえながら、再資源化率
向上のための検討を進めていきたい」との答弁があ
りました。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
「自然環境の保全・再生、地球温暖化・省エネル
ギー対策、廃棄物の処理及び資源循環社会の形成に
関する総合的対策」につきましては、今後とも引き
続き審査する必要がありますので、閉会中の継続審
査事項として御決定くださいますようお願い申し上
げまして、本委員会の報告を終わります。

　地方創生・行財政改革特別委員会における審査経
過の概要について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「地方創
生・ＳＤＧｓの推進、魅力ある地域づくり、行財
政・職員の働き方改革及び情報技術の活用並びにＤ
Ｘの推進に関する総合的対策」でありますが、今回
は、「情報技術の活用・ＤＸの推進について」審査
を行いました。
　審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を
受け、その後、質疑を行いました。

　以下、主な論議について申し上げます。
　まず、「ＤＸビジョン・ロードマップには多くの
事業があるが、各部局の既存事業と併せて実施する
に当たり、ＤＸの推進を優先度の高い課題として、
時間や予算、人材を割けるような仕組みはあるの
か」との質問に対し、「部局横断で検討が進められ
るように、知事直轄のプロジェクトに位置付け、
400名ほどのプロジェクトチームを作り、分野ごと
にユニットを組んで課題に対応している。また、人
材育成については、必要なスキルや目指すべき人材
像を明確化させることから検討していく」との答弁
がありました。
　次に、「市町村のデジタル化は、テレワークや
ペーパーレス化から着手する場合が多いとのことだ
が、現在ペーパーレス化に取り組んでいる市町村の
割合は、どれくらいか」との質問に対し、「県の調
査によると、ペーパーレス化に取り組んでいると回
答した市町村は65.1％で、市が77.5％、町村が
43.5％と、市と町村で差が生じている」との答弁が
ありました。
　次に、「現在はＤＸの入口であるデジタル化を進
める段階であり、デジタル化率100％を目指す必要
がある中、令和４年４月時点の行政手続のオンライ
ン化率が67.3％である。この分母について、オンラ
イン化できる手続とできない手続が混在していると、
県民に分かりにくい。分母を全てオンライン化でき
る行政手続にすることで、オンライン化率が上がる。
分母の調整は非常に重要と考えるが、どうか」との
質問に対し、「御指摘の分母は、オンライン化の可
否にかかわらず、条例や規則等により手続が必要な
4,351の行政手続である。オンライン化できる手続
だけを分母にしている都道府県もあるため、本県に
おいても今後検討していく」との答弁がありました。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
「地方創生・ＳＤＧｓの推進、魅力ある地域づくり、
行財政・職員の働き方改革及び情報技術の活用並び
にＤＸの推進に関する総合的対策」につきましては、
今後とも引き続き審査する必要がありますので、閉
会中の継続審査事項として御決定くださいますよう
お願い申し上げまして、本委員会の報告を終わりま
す。

地方創生・行財政改革
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　公社事業対策特別委員会における審査経過の概要
について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「公社事
業の経営・見直しに関する総合的対策」であります。
　今回は、「公社における改革の取組について」の
審査対象公社として、「埼玉新都市交通株式会社」、
「埼玉高速鉄道株式会社」及び「公益社団法人埼玉
県農林公社」の審査を行いました。
　審査に当たりましては、執行部及び各公社から詳
細な説明を受け、その後、質疑を行いました。
　以下、主な論議について申し上げます。
　まず、埼玉新都市交通株式会社について、「平成
30年12月定例会で通学定期乗車券の見直しを求める
決議を行ったが、対応状況はどうか」との質問に対
し、「決議の内容は地域住民からの声として重く受
け止めている。新型コロナウイルス感染症の影響で、
以前のような輸送人員数が見込めない状況の中、経
営の安定のために様々な施策を講じてきた。まずは
経営の安定化を図りつつ、今後は決議の内容につい
ても検討していきたい」との答弁がありました。
　次に、埼玉高速鉄道株式会社について、「延伸に
向けて様々な取組を行っているとのことだが、周辺
の環境整備等における県とさいたま市の協力につい
てどのように評価しているか」との質問に対し、
「県と市には大変協力していただいている。特にさ
いたま市においては当該延伸による地域に対する影
響や利便の向上は大きいため、市の投資を期待した
い」との答弁がありました。
　次に、公益社団法人埼玉県農林公社について、
「令和４年度の農林公園利用者数の目標値について、
令和３年度の実績を大きく上回る数値を設定してい
るが、目標達成に向けてどのような取組を行うの
か」との質問に対し、「農産物の収穫体験や直売所
の品ぞろえの充実を図るとともに、農林公園の旬の

情報をＳＮＳやホームページを通じて発信している。
また、令和４年度からは感染防止対策を徹底した上
で、サクラソウの展示会や季節ごとの祭りなどのイ
ベントも再開している。こうした取組によって利用
者数の増加を目指している」との答弁がありました。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
「公社事業の経営・見直しに関する総合的対策」に
つきましては、今後とも引き続き審査する必要があ
りますので、閉会中の継続審査事項として御決定く
ださいますようお願い申し上げまして、本委員会の
報告を終わります。

　少子・高齢福祉社会対策特別委員会における審査
経過の概要について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「少子・
高齢社会、地域医療、障害者並びにシニアを含めた
人材活用に関する総合的対策」でありますが、今回
は、「高齢者への支援について」審査を行いました。
　審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を
受け、その後、質疑を行いました。
　以下、主な論議について申し上げます。
　まず、「健康寿命を延ばすため、地域包括ケアシ
ステムをより充実させていく必要があると考えるが、
今後どのようなことに重点を置いていくのか」との
質問に対し、「医師や理学療法士などの専門職並び
にケアマネジャーや介護サービス事業所の職員など
で構成された自立支援型の地域ケア会議を強化して
いくことが重要である。多様な職種が連携し、地域
の実情に合った形で、高齢者の自立支援や介護予防
につながる取組を支援していきたい」との答弁があ
りました。
　次に、「必要となる介護職員数を確保するために
は介護職員の給与等の改善が必須である。施設関係
者から処遇改善が進まないとの声があるが、処遇改
善についてどのように取り組んでいるのか」との質

公社事業対策

� 特別委員長報告
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問に対し、「処遇改善のための国の介護報酬上の加
算制度として、平成24年度に処遇改善加算、令和元
年度に特定処遇改善加算、本年10月にベースアップ
等支援加算が設けられている。本年12月１日現在、
取得率が、処遇改善加算については93.9％、特定処
遇改善加算については63.3％、ベースアップ等支援
加算については70.1％となっている。県では、各事
業所にアドバイザーを派遣し、加算制度を活用する
よう働き掛けを行っており、引き続き、取得率の向
上に努めていく」との答弁がありました。
　次に、「介護職の社会的地位を向上させなければ、
介護職員が不足し続けてしまうという危機感を持っ
ている。県として、介護職の社会的地位を向上させ
るため、中長期的なビジョンに基づく施策に取り組
むべきではないか」との質問に対し、「介護職の社
会的地位を向上させること、社会的評価を高めるこ
とは、結果として優秀な人材が集まることになるた
め、非常に重要だと認識している。来年度から第９
期高齢者支援計画の検討が始まるので、関係団体や
関係機関の意見も踏まえて、介護職の社会的評価が
一層高まるよう積極的に取り組んでいく」との答弁
がありました。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
「少子・高齢社会、地域医療、障害者並びにシニア
を含めた人材活用に関する総合的対策」につきまし
ては、今後とも引き続き審査する必要がありますの
で、閉会中の継続審査事項として御決定くださいま
すようお願い申し上げまして、本委員会の報告を終
わります。

　経済・雇用対策特別委員会における審査経過の概
要について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「中小企
業の振興、先端産業の推進、企業誘致及び働き方改
革の推進を含めた雇用に関する総合的対策」であり

ますが、今回は、「雇用対策と働き方改革の推進に
ついて」審査を行いました。
　審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を
受け、その後、質疑を行いました。
　以下、主な論議について申し上げます。
　まず、「コロナ禍における女性の就職活動につい
て、どのような支援を行ってきたのか。また、女性
のデジタル人材育成推進事業における実践講座・業
務体験では100名の定員に対し、約200名の申込みが
あったとのことだが、今後定員の拡大を検討できな
いか」との質問に対し、「コロナ禍で離職し、働く
意欲はあるが求職していない潜在的な女性求職者を
対象に、埼玉労働局、ハローワーク及び自治体との
共催によるセミナーや合同企業説明会などを行い、
本年11月末現在で45人の就職を確認している。今後
も女性キャリアセンターを通じ、継続的に支援して
いく。また、実践講座・業務体験については、学ぶ
意欲のある女性が希望どおり受講できる必要がある。
来年度は、御指摘の課題を解決し、当該事業が実施
できるよう検討していく」との答弁がありました。
　次に、「職業紹介事業者が増え、ハローワークを
経由した求人と求職に関する数値である有効求人倍
率が、本県の現状を正確に表しているか疑問がある。
この点についてどう考えているのか。また、有効求
人倍率とは異なるデータで雇用状況を把握している
のか」との質問に対し、「国の雇用動向調査におけ
る入職経路によると、本県のハローワークの利用率
は５％と全国の14.5％と比べ低い。例えば、情報通
信業の有効求人倍率において、人材が充足されてい
る数値となっているが、実際にはデジタル人材に不
足感があることから、県として人材確保に向けた支
援等を実施している。また、雇用状況の把握には、
有効求人倍率以外にも労働力調査など様々な調査が
あるため、それらも踏まえて判断していく」との答
弁がありました。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
「中小企業の振興、先端産業の推進、企業誘致及び
働き方改革の推進を含めた雇用に関する総合的対
策」につきましては、今後とも引き続き審査する必
要がありますので、閉会中の継続審査事項として御
決定くださいますようお願い申し上げまして、本委
員会の報告を終わります。

経済・雇用対策
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　危機管理・大規模災害対策特別委員会における審
査経過の概要について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「大規模
災害等に係る応急・防災対策及び災害支援に関する
総合的対策」でありますが、今回は、「災害や危機
への対応力向上に向けた取組について」審査を行い
ました。
　審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を
受け、その後、質疑を行いました。
　以下、主な論議について申し上げます。
　まず、「埼玉版ＦＥＭＡ図上訓練について、秩父
地域をモデルとして大雪を想定した訓練を行ったと
のことだが、山間部と都市部では訓練で得られる課
題が異なる。県全体にどのように横展開していくの
か」との質問に対し、「大雪の場合、除雪や道路啓
開など、山間部と都市部で共通の課題として活用で
きるものもある。このような課題をシナリオに盛り
込んで、市町村と共有していきたい」との答弁があ
りました。
　次に、「九都県市合同防災訓練が、今後、地域の
どのような取組につながっていくのかが重要である。
訓練の効果検証は行っているのか」との質問に対し、
「コロナ禍により大規模な訓練が実施できなかった
が、今回の訓練で自主防災会の連携強化など、地域
の防災力の向上につながったと考えている。訓練は
実施して終わりでなく、検証をしっかりと行い、次
の訓練に生かすなど横展開を図っていきたい」との
答弁がありました。
　次に、「災害時の徒歩帰宅訓練について、現在は
一斉帰宅抑制が原則となり実施されていない。再開
に向けてどのような検討を行っているのか」との質
問に対し、「帰宅困難者対策として、九都県市合同
で自宅までの経路確認等の啓発活動を行っている。
徒歩帰宅訓練についても、どのような形で実施する

ことが効果的か、引き続き協議していきたい」との
答弁がありました。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
「大規模災害等に係る応急・防災対策及び災害支援
に関する総合的対策」につきましては、今後とも引
き続き審査する必要がありますので、閉会中の継続
審査事項として御決定くださいますようお願い申し
上げまして、本委員会の報告を終わります。

　人材育成・文化・スポーツ振興特別委員会におけ
る審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されております案件は、「人材育成、
教育改革、文化及びスポーツの振興に関する総合的
対策」でありますが、今回は、「スポーツの振興に
ついて」審査を行いました。
　審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を
受け、その後、質疑を行いました。
以下、主な論議について申し上げます。
　まず、「アスリートの就職支援については、具体
的にどのような取組を行っているのか」との質問に
対し、「個別相談ブースでアスリートが企業に相談
する機会の提供等をしている。また、県内経済団体
や金融機関に対して、それぞれの関係団体や取引先
へのＰＲをお願いしている。さらには、県職員が体
育系大学へ赴き事業説明も行っている。来年２月に
開催される彩の国ビジネスアリーナ2023において直
接企業に対して本制度のＰＲをしていく」との答弁
がありました。
　次に、「令和４年度からパラアスリートの就職支
援登録が始まったとのことだが、現時点での実績は
どうか。また、パラアスリートの受入れ企業の拡大
が重要であると考えるが、課題は何か」との質問に
対し、「現在、パラアスリートの登録は１名である。
勤務形態や練習会場など、アスリートと企業のニー
ズ等が合わないことがあり、マッチングに至らない
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現状がある。取組を進める中で県内企業へアピール
をしていきたい」との答弁がありました。
　次に、「プラチナキッズ事業の最終的な目的は何
か。また、トップアスリートの育成と県民のスポー
ツ振興との両立は可能なのか」との質問に対し、
「世界で戦えるアスリートの育成を目指している。
我が国のスポ―ツ支援は、健常者については中央の
競技団体、あるいは国の強化指定選手制度があるた
め、県は強化指定選手に押し上げるまでを支援の範
囲としている。また、スポーツの振興については、
スポーツ実施率の向上が大きな柱である。競技者に
対しては競技力の向上を支援する一方で、誰もがス
ポーツを楽しめる機会を提供することで両立させて
いく」との答弁がありました。
以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
「人材育成、教育改革、文化及びスポーツの振興に
関する総合的対策」につきましては、今後とも引き
続き審査する必要がありますので、閉会中の継続審
査事項として御決定くださいますようお願い申し上
げまして、本委員会の報告を終わります。

　新型コロナウイルス感染症対策特別委員会におけ
る審査経過の概要について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「新型コ
ロナウイルス感染症対策等に関する件」であります
が、今回は、「現下の新型コロナウイルス感染症対
策について」審査を行いました。
　審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を
受け、その後、質疑を行いました。
　以下、主な論議について申し上げます。
　まず、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食
店＋（プラス）の認証制度は、当分の間は維持され
ると思われるが、最終的な終結に向けて県としてど
のように考えているのか」との質問に対し、「現在、
国の基本的対処方針では、緊急事態措置区域及び重

点措置区域以外の都道府県についても、実効性ある
第三者認証制度の普及と認証店の拡大に努めるもの
とされている。このため、現段階ではこの制度を継
続・維持していくことを基本と考えているが、国に
おいては、第三者認証制度の在り方について検討し
ているという情報もある。今後は、国の動向等を踏
まえながら、県としても在り方について検討してい
く」との答弁がありました。
　次に、「検査確定診断登録窓口は、発熱外来を実
施している医療機関がひっ迫しないように、抗原定
性検査キットを活用し、自己検査で確定診断を行う
ために設置されたが、利用率は上がっていない。利
用率をしっかり上げていく必要があるが、どのよう
な対策を講じているのか。また、陽性者の登録
フォームを見ると、迷惑メールの解除設定が必要に
なっているが、メールの設定が分からない人は、登
録フォームの記入にまで至らないという声を聞く。
もっと使いやすいものを考えていく余地があると思
うがどうか」との質問に対し、「県では『備えまし
たか、検査キット』を標語にして、検査キットや解
熱剤の備蓄、早期の購入を県民に呼び掛けている。
その際、検査キットで陽性になったときには、検査
確定診断登録窓口の利用をお願いし、利用率向上に
取り組んでいる。また、陽性者登録時にＵＲＬの記
載があるメールを県から送信する場合、受信拒否設
定になっているとメールは受け取れないので、県で
は陽性者登録窓口の登録方法が分からない人のため
にコールセンターを設置し、設定方法や入力方法に
ついて説明しているが、円滑に登録できる方法がほ
かにないか研究していく」との答弁がありました。
　次に、「文部科学省から、新型コロナウイルス感
染症対策の基本的対処方針の変更等について通知が
発出され、マスクの着用の考え方が示されたが、県
としてどのような指導をしているのか。また、マス
クの着脱は保護者も含めて周知徹底していくのはも
ちろんだが、児童生徒が加入する青少年団体等にも
広く周知した方がいいのではないか」との質問に対
し、「県では、国の考え方と同様に、体育の授業、
徒歩や自転車による登校の際など、マスクの着用が
不要な場面では、積極的に外すなどメリハリのある
マスク着脱の指導を行っている。一方、様々な事情
により、マスクを着用できない、あるいは着用しな
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ければならない児童生徒がいることを踏まえ、マス
クの着脱に伴う偏見や差別、いじめが起こらないよ
う、マスクの着脱に関するリーフレットを作成する
とともに、市町村教育委員会に対して、児童生徒や
保護者の理解促進を図り、適切なマスクの着脱が行
われるよう、周知をしている。また、児童生徒が活
動している青少年団体などへの周知については、関
係団体等に協力を依頼するなどの対応について検討
していく」との答弁がありました。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
「新型コロナウイルス感染症対策等に関する件」に
つきましては、今後とも引き続き審査する必要があ
りますので、閉会中の継続審査事項として御決定く
ださいますようお願い申し上げまして、本委員会の
報告を終わります。
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